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本
法
律
案
は
、
国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情
に
か
ん
が
み
、
障
害
基
礎
年
金
等
の
受
給
権
を

有
し
て
い
な
い
障
害
者
に
特
別
障
害
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
障
害
者
の
定
義

本
法
の
対
象
と
な
る
特
定
障
害
者
と
は
、
そ
の
傷
病
に
か
か
る
初
診
日
に
お
い
て
、
任
意
加
入
制
度
の
対
象
と
さ
れ
て
い

た
被
用
者
年
金
各
法
の
被
保
険
者
等
の
配
偶
者
又
は
大
学
等
に
在
籍
す
る
生
徒
若
し
く
は
学
生
で
、
国
民
年
金
制
度
に
加
入

し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
ま
で
に
お
い
て
そ
の
傷
病
等
に
よ
り
現
に
障
害
等
級
一
級
又
は

二
級
の
障
害
状
態
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

二
、
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給

１

国
は
、
特
定
障
害
者
に
対
し
、
特
別
障
害
給
付
金
と
し
て
、
障
害
等
級
一
級
の
者
に
は
月
額
五
万
円
、
二
級
の
者
に
は
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月
額
四
万
円
を
支
給
す
る
。

２

特
別
障
害
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
の
消
費
者
物
価
指
数
の
変
動
に
応
じ
た
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
実
施
す
る
。

３

特
定
障
害
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
を
超
え
る
と
き
又
は
特
定
障
害
者
が
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年

金
等
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
特
別
障
害
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
。

三
、
認
定

１

特
定
障
害
者
は
、
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
受
給
資

格
及
び
特
別
障
害
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
認
定
の
請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
に
よ
る
認
定
の
請
求
は
、
当
該
請
求
を
す
る
者
の
住
所
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む

）
を
経
由
し
て

。

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
費
用
の
負
担

１

特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
全
額
を
国
庫
が
負
担
す
る
。

２

国
庫
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
特
別
障
害
給
付
金
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
。

五
、
そ
の
他
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特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
に
関
す
る
特
例
、
受
給
権
の
保
護
、
公
課

の
禁
止
等
の
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

六
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
な
い
障
害
者
そ
の
他
の
障
害
を
支
給
事

由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
特
定
障
害
者
以
外
の
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
的
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
民
年

金
制
度
の
発
展
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情
を
踏
ま
え
、
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
整
合
性
等
に
十
分

留
意
し
つ
つ
、
今
後
検
討
が
加
え
ら
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が

講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


